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情報通信審議会 電気通信事業政策部会 

電話網移行円滑化委員会（第１回） 

議事概要（平成 23 年５月 24 日） 

 

１ 日 時： 平成 23 年５月 24 日（水） 16 時～17 時 30 分 

２ 場 所： 総務省 10 階 共用会議室２ 

３ 出席者：  

（１）委員 

東海主査、相田主査代理、井手委員、北委員、長田委員 

（２）総務省 

原口電気通信事業部長、髙﨑情報通信政策総合研究官、古市事業政策課長、

二宮料金サービス課長、野崎電気通信技術システム課長、布施田番号企画室

長、飯村事業政策課課長補佐、大内事業政策課課長補佐 

４ 模 様： 

◆ 東海主査より、相田委員が主査代理に指名された。 

◆ 事務局から資料説明後、質疑・討議が行われた。主な意見等は以下のとおり。 

 

○東海主査  ありがとうございました。 

  情報通信審議会に諮問された内容というのは、一口で言えばブロードバンド普及促進

のための環境整備だというご説明であったかと思います。ただし、その中の競争政策に

ついては、もう一つの委員会で議論をするので、我々のほうでは電話網からＩＰ網への

円滑な移行の在り方について議論をするということは、今、太いところでわかったわけ

でございます。また、我々のほうの議論の前提となるフレームワークにつきましても、

今ご説明がございまして、大きく利用者のサイドに立ったいろいろな保護の観点の問題

と、もう一つは事業者対応といったような２つの視点を整理していただいたように思い

ます。 

  そういったことを議論の前提としながら、これを 終的な取りまとめのときのフレー

ムワークに使うかどうかは別といたしまして、とりあえずそういった今日のご説明を枠

組みとして少し議論を進めてまいりたいと思いますが、今日は第１回目でございますし、

また、すぐに合同ヒアリングで実態をお聞きする機会を得る予定をしており、本日は自
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由にこういったフレームワークに対するご感想なり、あるいは、ご説明に対するご質問

といったようなことでも結構でございますので、ご発言をいただければありがたいと思

っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

○井手委員  初に、発言させていただきます。今回のパブリックコメント等を見ると、

多分３つぐらいの論点があり、１つは移行時期をいつにするか、もう１つは情報公開と

いう点、それからもう１つは、移行に伴って生ずるコストをだれが負担するのか、こう

いったことが主な論点だろうと思います。ではこの委員会で具体的に何を審議するかと

いうことがまだ分かっていないのですけれども、３つの中で、例えば移行期というのは、

パブリックコメントでありましたけれども、ＮＴＴは２０２０年でやりたい。これは設

備投資との関係で事業計画の中で２０２０年というのが適当という算定だろうと思いま

す。ソフトバンクの意見では、もっと前倒ししてやるべきだ。これは光の道構想の中で

もずっと言われていたことなので。それから、幾つかの利用者の中で、警備保障会社等

はもうちょっと時期を遅らせてくれという意見です。こういった意見が３つ出てきてい

るわけで、ではこれをいつにするのかということを、こういった場で審議するのかどう

かはよくわかりませんけれども、ある程度の方向性を委員会で示すということが必要と

は思います。 

 ただ、パブリックコメントの中にありましたけれども、震災で停電があった際、ＩＰ

網が利用できないということになると、震災というものを考えたときに設備というのは

多重性というのを持っておかないといけないということであれば、一斉にＩＰ網にシフ

トしていいのかなという若干の問題もあります。当然、技術革新等もあるため、いつい

つにするかということを決めつけることは慎重であるべきではないかという印象は持ち

ました。 

 しかし、電話網とＩＰ網を並行してずっと持ち続けるというのは、これはＮＴＴ東西

とかに多大なコストの負担を生じさせるということなので、ある程度こういった場で方

向性を示して、パブリックコメントにありましたけれども、関係事業者間で具体的に十

分議論するというのが必要なのではないかなと思います。当然、ＣＡＴＶ事業者とかあ

るいは自治体にＩＰ網への移行に伴ってコストの負担が生じるということであれば、地

方自治体も財政が非常に厳しい中でどうやってコストの問題をクリアするか、これもま

た重要な問題だろうと思います。 

 どちらにしても、いろいろな事業者が一斉にＩＰ網にシフトするということが多分前
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提だろうと思います。そうしなければ、コスト低下とか、あるいはＩＰ網を利用するす

べての利用者にメリットがないと感じますので、その点を述べさせていただきます。 

 あとの点については、情報公開については、わたしは基本的には賛成です。コスト負

担の在り方については、これは今のところ私は特別の意見は持っておりませんので、ヒ

アリング等を通じて、また議論できればと思います。 

 以上でございます。 

○東海主査  ありがとうございました。大変わかりやすいまとめ方をしていただいたか

と思います。一番ナイーブな問題はやはり移行期の問題でして、現在のところでは、お

そらく我々全員、どういう観点でこれを整理したらいいのかという不安な状況にあるの

は言うまでもないところだと思いますけれども、これから予定されている実態を聞くと

いう機会を得る過程で、さまざまな問題が浮上してきて、その問題のどちらを重くとら

えていかなければならないのかというようなことがしんしゃくされながら、その時期と

いうものを早める遅めるといったような判断が少し分かりやすくなってくるんではない

かというように、今、先生のお話を聞きながら分かってきたような気がいたします。 

  もう一つ、事務局に大きな前提で、おそらく他の委員もそういったお考えをお持ちか

と思いますけれども、昨年、ＮＴＴがマイグレーションに対する概括的展望、あまり緻

密でないようなものを出されたわけですが、あれは実は震災前であったわけです。その

ことがＮＴＴにとって何か影響があったかどうかというのが１つ。それから、今回ここ

でも幾つかのタイムスケジュールを示されて、こういった流れで進められるだろうとい

うことをお考えになられているのですが、これは震災前に一応整理が済んでいたものな

のか、あるいは震災という影響というものを踏まえられて、こういう時系列的な表現を

されておられるのかということについて、少しご説明をいただくとありがたいのですが。 

○事務局  あくまでＮＴＴ東西の計画について事務局として把握しているところをご説

明させていただきましたので、どこまで事務局で答えられるかという問題はあろうかと

思いますし、おっしゃったとおり、ヒアリング等でＮＴＴ東西からもしっかりとご意見

を聞いていただければとは思いますけれども、少なくとも震災の影響という点につきま

しては、当然ながら当初は甚大な影響があったわけでございますけれども、設備の復旧

も含めて、どちらかといいますと着実に復旧・復興のフェーズに入りつつあるのかなと

考えております。また、この計画自体が２０２０年からの移行ということでございまし

て、ある意味、タイムスパンを置いた形でのゆとりを持った計画になっているところで
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もございますので、今回の東日本大震災の影響によって、この計画が直ちに見直しを要

するというような社会的な情勢にあるのかというと、その点については議論が必要では

ないかと思っているところでございます。 

  今後の議論の進め方については、例えば直近で大変卑近な例で言うと、提案募集の期

間を震災に伴って多少延長したというようなこともあったりはしたということはあるの

ですけれども、ただ、なるべく年内に方向性というものを定めて、関係者、利用者の方

の重要性が高まるかたちで大きな枠組みがお示しできるように円滑な議事運営に努めて

まいりたいと思っているところでございますので、現時点ではお示ししたようなヒアリ

ングを含めて、こういったスケジュールで本委員会を進めていければと考えているとこ

ろでございます。 

○東海主査  ありがとうございました。 

○相田主査代理  先ほどの東海先生のご発言に直接重ねると、意見募集自体が３月３日

スタートだったわけで、その後、震災が起きて、ＮＴＴとして特に内容の見直しを行っ

たとかということは一切ないんですね。 

○事務局  我々は承知しておりません。 

○相田主査代理  非常に形式的なことで恐縮なんですけれども、ＩＮＳネットもＰＳＴ

Ｎのうちという定義で総務省としてはよろしいのでしょうか。実態として同じコア網で

提供されているのは間違いないのですけれども、ただ、こういう公の書類を出すときに、

電話網からＩＰ網への円滑な移行というときにＩＮＳサービスの話が出てくることに、

やや違和感を感じます。ＮＴＴの電話ネットワークを使ってサービスしている中で、移

行に非常に重要な関係があるところなので、ここで議論すること自体に異論があるわけ

ではありませんが、こういうタイトルのところに「ＰＳＴＮからＩＰ網へ」と書かれて

いるところでＩＳＤＮの議論をするというのが、私は技術屋として違和感があります。 

  さらにその関連で言うと、パブコメの中では出てきていませんけれども、影響がかな

りありそうなのは警察・消防の受付台。これは全部ＩＳＤＮ化しましたよね。それから

ＰＨＳ。これについてはフュージョンさんは全然提案されてないのは、２０２０年より

も前に今のＩＳＤＮを使ったサービスは全部、次世代に移行されるつもりなのかなとい

うような気はしますけれども、特にＩＳＤＮに関しては、その辺りの移行計画というの

も確認しないと、少し心配だなという話があります。 

  それから、去年、光の道で盛んにやったのはアクセスをという話で、ただ、ＮＴＴさ
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んが出されたのは、どちらかというとコア網の移行の話で、やはり歯がゆいのは、ＮＴ

Ｔさんが移行されたときにアクセス回線はオール光化にされるつもりなのかどうかとい

うところについて、やや意図的かもしれないけど、何も言っておられないということ。

特に震災で局給電ということに着目されている方も多い中でもって、もちろん端末なり

バッテリーで流せるとか、いろいろな解決策があるわけですけれども、ＩＰ網への移行

というのがＮＴＴさんとして自動的に光化だと思ってらっしゃるのか、それとも、まだ

そこは少し考える余地があると思ってらっしゃるのか、そこは全然読めないところが歯

がゆい。もしメタルが残るのであれば、そのままメタルを使ったＩＳＤＮサービスとか、

事業者さんが継続する余地もあり得るわけですね。ソフトバンクさんも言っておられる

ように、どんどん光化するというのが大きな流れではあるかもしれないけれども、そう

いうところが見えないと、他事業者さん、特にＤＳＬ事業者さんとかが、ＩＰ化以降、

どうやって飯を食っていこうかというビジョンが抱けないのではないかなというような

気がいたします。 

  もう一つ、ｖ４のアドレスがなくなったという話で、この２０２０年というオーダー

で言えば、間違いなくそのころはｖ６の世界になっているわけですけれども、今、ＮＴ

ＴさんのＮＧＮとかでもってｖ６アドレスがどう使えるのかというのが、まだあんまり

よく見えてないというところで、これは２０２０年を待たずに早く何とかしてもらわな

いといけないところではあるんですけれども、やはりそういうところもある程度見えて

こないと、少し前倒して行こうとか言っておられるところも、これから本格的に取り組

むのでしたら全部ｖ６でということになるのではないかと思うので、そのあたりも随時

ということだとは思いますけれども、ＮＴＴさんに計画というのを早く見せてほしいな

と思います。 

○東海主査  今の相田先生のご発言で、何か事務局としてご説明を加えることはござい

ましょうか。 

○事務局  特にはございませんが、ＩＮＳと表記をさせていただいたのは、どうしても

ＩＮＳネットをサービスとして利用している方、団体からのご意見があったので、それ

に寄せられるかたちで記述をしてしまった部分がございますので、ご指摘を踏まえて、

以後、中立的な正しい表現に努めたいと思います。 

  あと、アクセスとコアの話でございますけれども、委員ご指摘のとおり、今回のＩＰ

化の話というのは、基本的には中継網、コア網の話であるといった点は前提でございま
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すし、また、アクセスの光化というのは、基本的には利活用の促進ですとか、競争促進

ですとか、まさに光の道の中でご議論いただいた、さまざまな手法を通じて着実な普及

を図っていくということでございますので、基本的には必ずしも１つの論点にはならな

いのではないかと思います。ただ、当然、アクセスとコアの関係ですとか、今後のサー

ビスの在り方については、当然、利用者の視点を踏まえるとすれば、やはり大きな関心

にはなろうかと思いますので、こういった点について、さまざまな形で、ヒアリング等

を通じて、情報が共有されていくということを期待しているところでございます。 

  また、ｖ６の関係でございますけれども、この委員会ですべての課題を扱うというよ

うなことでは必ずしもないのかもしれなくて、例えばｖ６にはｖ６で省内で別の検討の

場ですとか、もしくは新たな課題が生じれば、それに応じた新たな検討の場ということ

もあるのかもしれませんが、そういった場とも有機的に連携しながら、この場において

は電話網の円滑な移行という観点から、大きな方向性についてご議論いただければと考

えているところでございます。 

○東海主査  そういった関係のことについては、ぜひとも事務局から折りに触れ情報提

供していただきたいなと思っております。 

  あと、ｖ６の問題、ｖ４の枯渇の問題というのは、もう２年前ぐらいに整理して、ど

んどん早めなければというまとめがあったような記憶があるんですけれども、そういう

形でいろいろと進んでくるんだろうとは思います。 

○北委員  僕は光の道を思い出して、いろいろな思いがよみがえってきているんですけ

ど、進め方について２つばかり要望、ご提案があります。１つは、先ほど先生ご指摘あ

りましたマイグレーションの時期の話がかなり紛糾することが予想されますので、その

議論と、マイグレーションするに当たっての諸課題を解決する話と、パラレルで動かし

たほうがいいんじゃないかと思います。つまり、下手すると、マイグレーションを早め

られる、早められないというところで議論がスタックしてしまうことが容易に予想され

るので。もちろん切り離せないんですけれども、そこの部分は少しパラレルで動かし、

検討議案として分けて議論していったほうがいいと思います。 

  次回、合同ヒアリングがありますが、光の道の議論のときも、ＮＴＴ東西から、コア

網の移行、あるいはオール光への移行に当たって、こういう課題がありますというリス

トが出され、それに対してソフトバンクグループから、いや全部解決できますという答

えが出て、東西からいやいやそんなことはない、といったやりとりがあり、結局、情報
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が開示されないから分からないし、事業者間でひざを突き合わせてそれを議論する場が

ないということで、そのまま泣き別れということになったわけですから、今回もまた同

じことにならないようにしたいですね。 

  今度はエンドユーザーさんもいるんですよね。でも、このときには事業者はいないの

か。ユーザーさんと事業者さんが一緒に議論する場、ほんとうにできるんですか、でき

ないんですかというようなところを議論する場が必要だと思います。 

○事務局  その点につきましては、資料にはプレゼンテーションの順番だけ書かせてい

ただいておりまして、基本的には利用者の方も第１回も来ていただくという形です。 

○北委員  であれば、まさにそういうことをやって、前回よりは前に進めたいというこ

とを切に思います。 

  ２点目が、もう一つの委員会と一応役割分担はあるものの、ブロードバンド普及促進

のための競争政策の在り方で４つ挙げられているのですが、特にＮＧＮのオープン化の

部分とモバイルの競争促進のところは、そちらでどんな議論がされて、どんな意見が出

ているか、かなり密に情報交換しないといけません。ここにはコア網のマイグレーショ

ンとアクセス網のマイグレーションの話がありまして、混同してしまいがちなのですけ

れど、まずコア網については、まさにＮＧＮの話そのものですし、アクセス網に関して

は、メタルから光だけではなくて、無線もあるわけです。３．１１以降、移動基地局を

立てて携帯で話せるようになったというエリアの復旧スピードもそうでしたし、ライフ

ラインとしての携帯、あるいはワイヤレスＬＡＮも含めての無線というものの、ラスト

ワンマイル、アクセスラインとしての重要性というものがますます高まってきている中

で、モバイルの競争部分と、こちらの話というのも密接に関係してくるので、そこを密

に情報交換してほしい。 

  個人的な私の家の話ですが、私はある警備会社のホームセキュリティサービスを受け

ているんですけど、先日、光に遅まきながら変えまして、そうすると、それまではその

警備会社は固定のメタルをメインに使い、バックアップ用に無線、携帯電話のパケット

網を使っていたのですが、今回光に変えたことで、メインを携帯にして、バックアップ

にひかり電話を使うという、スイッチをしたんですね。つまり、もはや携帯電話網とい

うものの広さ、深さというものは、都市部においては従来のメタルに匹敵するぐらいエ

リアカバーできているということであります。そんなこともありますので、ぜひブロー

ドバンド普及のほうの委員会の、特に（２）、（３）の情報と密に連絡をしながら進めて
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いっていただければいいなと思います。 

○東海主査  ２つのご要望がございました。 初のほうのご要望については、よく理解

ができました。また、競争政策委員会のほうの進捗状況についても、ぜひ事務局には情

報を、逆もそうですけれども、お互いに公開し合いながらということだろうと思います。 

  １つ、もともとこれはどうするか、私もよく理解してなかったところですが、ＮＧＮ

はいいのですけれど、モバイルですよね。この問題の普及といいましょうか、進展とい

うものをこの我々の議論の中にどういうふうにかみ合わせていくのか、これはすごい難

しい話ですけれども、その点はどう考えていらっしゃるのですか。 

○事務局  当然ながら、代替サービスの存在というものを抜きにしては円滑な移行とい

うのは語れません。また、例えば給電の話とかを含めて、モバイルというものが、今後、

２０２０年、２０２５年みたいなタイムスパンを考えたときに、どのような役割を果た

していくのかといった点についても当然念頭に置きながら、この議論というのは進めて

いく必要があろうかと思っておりますし、その意味におきましても、まさにご提案いた

だきましたとおり、もう一つの委員会、競争委員会のほうとしっかりと連携をとらせて

いただきながら、しっかり意味のある結論を両方において出していただきたいと考えて

いるところでございます。 

○東海主査  それはわかるんですけど、こちら側の委員会の場合、電話網からＩＰ網と

いう移行の話を集中して議論をしようとするわけでしょう。その場合、モバイルを絡め

てくるのとそうしないのとでは少し考え方が変わってくるように思うんですよね。だか

ら、とりあえずのところ、その辺を少し置いておいてどうするとか、手順を定めないと

混乱をする議論になる可能性もないわけではないので少し懸念するところですが、いか

がでしょうか。 

○事務局  そこは、今後、サービスがいろいろと移行していく中で、モバイルへの移行

を表明しているようなところもあるというように我々としては把握しておりますので、

ヒアリングの中で、もし仮にそういったご意見ですとか、論点が出てくれば、それに触

れざるを得ないんだろうなと思っておりますけれども、まず正面を切って、この委員会

でモバイルの問題をやるかというと、それはおっしゃるとおり、なかなか、それはもう

一つの委員会との関係でしっかり整理する必要はあろうかと思います。我々としては、

その点についてもしっかり踏まえながら議論を進めていきたいとは思っております。 

○長田委員  ご専門の先生方の中に１人だけ、ほんとうに雑駁な感想みたいになってし
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まうんですが、昨年来ずっと光の道の議論も見させていただいたりしながら、あと、ユ

ニバーサルサービスの委員会に参加させていただきながら、日本がある程度思い切って

光の道に行くべきだし、ＩＰ化をきちんとされていかないと、今のメタルのままそのま

まずっと続いていくことはできないんだということは理解したんですね。そうしますと、

ずるずると両方のサービスが続いていくというのも実はあんまりよくないということも、

結果的に国民の負担が大きくなっていくのではないかなと思っています。 

  この中で利用者と言われている事業者の皆さん、事業として利用していらっしゃる

方々のいろいろな思いというのもよくわかりますけれども、だからといって、あまりど

んどん先延ばししていくことが我々のほうの末端のエンドユーザーにとってほんとうに

いいのかどうかというのは疑問だなと思って、事前にいただいた資料なども見ておりま

した。 

  とにかく、こういうお役所の会議というのは、今回は電話網の話ですとかと区切って

議論をされていて、大きな政策を考えたりするところには利用者側の委員というのがほ

とんどいないんですね。なぜか、大抵いないことが多いかなという気がしています。 

  それで、今回も電話網の話なのですが、我々からしてみれば、全体に先ほどからお話

が出ているアクセスの部分がどうなるのか。アクセスの部分のところが、電話網が完全

にＩＰ網になった後もメタルのままで、ずっとそのまま行って、何の負担、国民的負担

がないということであれば、それはそれでいいのかもしれません。ただ、そうはならな

いから、メタルの限界というのもあると思うんで変わっていかなければいけないんです

けれども、そのときにどういう変わり方をするのかというのを、できれば 初にイメー

ジしておいていただかないといけない。「ばたばたとＩＰ網になりました、それでアク

セスの 後のところのメタルがお荷物ですから巻き取ります」みたいな話になったので

は、「えっ、いつそんなこと決めたの？」ということになってしまうと思うんですね。

なので、こうやって今議論しているときから、やはり 後のところまでどうしていくの

かというのを含めてイメージしていただいた上で、そのために何が必要なのかというの

をきちんと考えていかなければいけないと思うんですね。 

  それで、ここを比較していいのかどうかわかりませんけれども、テレビのアナログか

らデジタルのところで、すごく早い段階から、デジタルになったら便利です、こんなに

いいですということを周知することによって、自然にみんながデジタルのほうへ移行し

ていくことを期待していたのに、やはり 後、いろいろな税金投入をしないとデジタル
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化の実現がなかなか厳しくなってきて、昨年来からすごい、いろいろなお金を使われて

いると思うんですけれども、そういうことにならないように、極力、税金がいっぱい使

われたり、それからエンドユーザーの我々がすごく大きな負担をしなくても移行してい

けるような仕組みを、ぜひ考えていただきたいなというのを強く思います。 

  今回、こんなことを今さら言うのも変なのですけど、前に私ではないだれかも指摘さ

れていたと思うのですが、この言葉からよくわからないんですよね。「電話網移行円滑

化」って、普通、移行する先を言いましょうという感じなんです。どこかでもたしか指

摘があったと思うんです。そういう言葉の使い方からして一般人のほうに全然寄ってな

い。専門家や事業者の皆さんたちや霞が関の言葉遣いで、いつもそうやって議論される。 

○東海主査  霞が関の言葉じゃないでしょう。 

○長田委員  ないですか。 

○東海主査  ネーミングが悪いだけです。 

○長田委員  ああ、そうですか。でも、この言葉って、私、別の会議でどなたかが指摘

したのを記憶しているので別にも使われていたと思うんですね。言葉からイメージする

ものでどんどん伝わっていくと思うのに、どうして変わる側のほうを言うのかとか全然

分からないなと、思ったりしています。 

  結局、できるだけ先をきちんと見通して、いわゆるほんとうの 後のエンドユーザー

のところにどういう負担が来るのか、何が変わるのかということが具体的に分かるよう

なかたちでぜひ議論をしていただきたいし、もう一つは、どうしても思い切って変わら

なければいけないことになるのであれば、早目にそのことを想定して、いろいろな事業

で利用していらっしゃる皆さんたちも、そこへ向かってきちんと準備をしていくという

ことが大切だし、見ていると、期限がやはりあるわけですね。寿命というものがあるわ

けで、その寿命に向かってそれぞれが、民は民でそれぞれの立場で努力をしていくとい

うことが大切なんじゃないかなというのが非常に雑駁な感想です。 

○東海主査  今お聞きしていて、長田さんの頭には「利用者」というここで使った言葉、

利用者というのは事業者の利用者… 

○長田委員  事業者の利用者とエンドユーザーをいうと。 

○東海主査  そうそう、個人のね。 

○長田委員  ええ。 

○東海主査  おありになって、なるほどと感じました。それは少し見過ごしていたなと
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思いますが、事務局の場合、ここで「利用者」とおっしゃっているのはどうですか。意

見をいただいたのは確かに事業者利用者が多いのですが、エンドユーザーとしての個人

の利用者といいましょうか、そういった利用者利便という問題も当然のことながら視野

に入っていなきゃいけないのですよね。 

○事務局  当然、それも視野に入れなければいけないと思っておりますし、そういった

観点からヒアリングのほうも多少多様化を図ることで調整させていただいているところ

でございます。 

○東海主査  そうですね。我々もそういう点は注意しなければいけないなと思ったとこ

ろでございます。 

○相田主査代理  それに関連するのでしょうが、私が、資料１－４、１－５あたりを見

て思ったのは、２０２０年、まだ大分先だからということもあるのかもしれないんです

けれども、ＮＴＴのコア網がＩＰ網に変わったころには他事業者さんもＩＰ網になって

いるのでしょうという、そういう口調なんですよね。中小事業者さんで、そのペースで

更改できないから、ＮＴＴがＩＰ化されても、まだ相変わらず古い交換機を使い続ける

事業者さんとかいるかもしれない。もちろんそれはそれでＮＴＴさんは対応されるのだ

とは思うのですけれども、全体の口調として一種、当然、ＮＴＴがＩＰになるときには

他事業者もＩＰ化されるのでしょうというようなストーリーになっているところが、ほ

んとうにそれでいいのかなと思ったというのが一つ。 

  それから、これは just for your information なのですけれども、 近、ヨーロッパ

における 近のいわゆるＬＲＩＣモデルを教えてもらう機会があったのですけれども、

近ヨーロッパでつくられているＬＲＩＣは、利用者インタフェースは従来どおりメタ

ルプラスＡＤＳＬでコア部分がＮＧＮ化されているものをもって、それを従来のＰＳＴ

Ｎの接続料金にも適用するというような動きがかなりできているみたいなので、コア網

の部分とアクセス網の部分と、やはりかなり分けて考えないといけないのではないかな

というのは、そんなところからも思います。 

○東海主査  そうでございますね。おっしゃるとおりだと思います。 

○井手委員  今のお話は、私のイメージとしては、先生のおっしゃった、どこかの中小

の事業者には電話網がそのまま残っていて、ＮＴＴ東西等がＩＰ網にしてというもので

はなくて、さっき冒頭に言ったように、どこかの時点で一斉にしないと非常に効率が悪

いわけです。そういう意味では国なり政府なりが、ある時期一斉にＩＰ網に移るという
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方向性を、こういう場で議論しないといけないと思います。そうでなければ、ＣＡＴＶ

事業者が例えば設備投資は難しいと言えば、基本的に遅れてしまうという話になってし

まいます。だから、イメージとしては、すべてＩＰ網になっているというイメージとし

て、私はこれをとらえていたのですが。 

○相田主査代理  もちろん、そのほうが望ましいことではあるとは思うのですけれども、

双方向ポータビリティとか何とか、そうはいっても、その時点でまだそういう設備投資

ができない事業者が現実にはいそうな気もするので、それを、それこそ公的資金等をや

って一斉にやるのかどうかというようなことになるのかなとは思いますけれども。 

○北委員  ６ページの絵は、全員がＩＰ網に移行している絵になっていますから。 

○東海主査  資料の１－４ですか。 

○相田主査代理  そうですね。でも、この点々のＰＳＴＮのところで、やはり……。 

○北委員  点々があるか。 

○長田委員  ちょっと点々。 

○北委員  ちょっとありますね。 

○東海主査  この時期の問題は、事務局のほうにお聞きしたいのですが、おそらくいわ

ゆる地デジ方式ではないですね。 

○事務局  地デジ方式と申しますのは……。 

○長田委員  ある日にちを。 

○東海主査  地デジ方式というのは、ある一定日を決めて、こうですよという形を周知

していくという形では、どうもこの問題はないのではないでしょうかと。なぜかという

と、結局は利用者のほうの選択の余地というのを、かなり幅を持って置いておかなきゃ

いけないという時期が何年間か続くんじゃないかなと思います。そうすると、いろいろ

な問題が積み残しを持ちながら、それでいつ 終的なランディングをするのかというこ

とではないのですか。 

○長田委員  でも、 終的なランディングに自然にいつの間にか行っているというよう

には多分ならなくて、どこかにも指摘がありましたけど、かたくなにメタルでというと

ころ、そのままでいいというところをどうするかという。 

○東海主査  かたくなにという人はいても、それに対して、上から、いや、この日から

だめですという形にはならないんじゃないかなと思っているんですが、違いますか。 

○井手委員  この薄いほうの４ページですか、電話網移行に向けたスケジュールの中で、
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２０２５年ごろに電話交換機の寿命というのが来るということ。この時点で、これが本

当であれば、その前にＮＴＴ東西が設備にお金をかけながら、さらに延ばすということ

はできると思うんですけれども、このときに電話網の交換機が終わるということであれ

ば、この時点でサービスは提供できないということですよね。 

○長田委員  ＩＰの交換機にメタルを入れるということはできないんですか。 

○相田主査代理  それはそれでできます。 

○長田委員  できるんですね。たしかそんな話があったかと思います。 

○相田主査代理  長らくＮＴＴさんは、ＮＧＮは光しかやらないということを今のとこ

ろ方針にされていますけれども、原理的にはメタル収容でノード装置以降はＩＰという、

そういうサービスを提供することはできる。先ほど言いましたように、そういうものが

実際に 近のヨーロッパのＬＲＩＣモデルなんかでは想定されているということであり

ますので、どうしてもメタルで提供してほしいというような要望が強いのであれば、そ

ういう可能性もないわけではない。その一方で、第２世代携帯電話とか、そういうふう

に日を決めて、この日でサービスはだめですよといって強制的に端末を送りつけるんだ

か、あのときどうしたんだか、正確なところは忘れましたけれども、何月何日真夜中以

降、電話かけても通じないと、そういうことをした前例ももちろんございますので、い

ろいろなケースがあり得るのかなと思います。 

○東海主査  そういう部分のもので期限が来るというのは、当然いろいろな問題、細か

いものが出てくると思います。それから、寿命という問題もあると思いますが、結果的

に我々の大事なことは、どういう姿でこういうものが進展するかということを皆さんに

分かりやすくするということのほうが優先するのではないのでしょうか、と私なんかは

そう理解をしています。そうすると、収れんの仕方というのがスムーズに向かっていく

わけであって、と理解していますが、違っていますかね。 

○事務局  おっしゃるとおりでございまして、ＮＴＴの計画において、まさに井手先生

おっしゃったとおり、保守限界を含めて、ＰＳＴＮの交換機の寿命といったものは当然

物理的な限界として考えなければいけない、これはあろうかと思います。ただ、ＮＴＴ

東西としても、少なくとも我々が把握している限りにおいては、昨年１１月の時点で大

胆な推計もある程度した上で、なるべく予見可能性を高めるような形で円滑な移行に向

けて計画を発表しているという側面もあろうかと思いますので、この計画が非常に円滑

に着実に実施されていくための工夫というのは、当然、今後検討していく余地はあろう
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かと思いますし、そういう意味においても、地デジのように何月何日に区切るみたいな、

あれは電波法に基づいて、ある程度、国の計画というのもあったわけですけれども、そ

れとは性格の多少異なる部分というのも、この問題についてはあるのかもしれないなと

感じながら聞いておりました。 

○東海主査  ありがとうございます。 

  予定した時間はそろそろ近付いているのですが、どうぞ、まだご発言ある方、してい

ただければと思います。 

○北委員  次回、ヒアリングでエンドユーザーさんが来ますけど、これ以外にも多様な

ユーザーさん、特に先ほど相田先生がおっしゃっていた警察とか消防とか、そこら辺の

現状のデータをだれが出すのか。ＮＴＴなのか、総務省が把握しているのか。でも、基

本はＮＴＴですよね。 

○事務局  もちろん、ＮＴＴとしても、そういった利用者の声というのは幅広く聞きな

がら進めているとは認識しています。 

○北委員  当然、彼らも進められていると思いますけど、その実態、命にかかわるとか、

防災とか犯罪とかの防止というところは非常に重要な問題ですので、実態としてどのぐ

らい使われているのか、それが代替可能なのか不可能なのか、それに要するコストとい

うのはどのぐらいかかるのか。このぐらいならＮＴＴが持てばいいじゃないか、勝手な

ことを言っていますが、そういう具体的な議論に入っていかないといけないと思います。

総論としてはもう既に出ているとおりだと思うのですけど、個別の重要通信に関しての

移行可能性とか、代替可能性がボトルネックになる可能性があると思いますので、そこ

ら辺の情報はＮＴＴさんなりに、しっかり出していただいたほうがいいのかなと思いま

す。 

○東海主査  わかりました。 

  事務局、機会がありましたら、１１０番と１１９番の、声というよりも、むしろ我々、

そこの仕組みについて情報を得ることが少なかったのです。したがって、そのあたりの

仕組みみたいな、実態とおっしゃったけど、そのことについても何か情報を得られるよ

うな形が今後あればいいなと思います。頭の中の片隅に入れておいていただければと思

います。 

  ほかにいかがでございましょうか。もしよろしければ、今日は第１回でございますの

で、この程度にさせていただきまして、第２回、第３回と合同ヒアリングを行ってまい
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りたいと思いますので、どうぞ各委員のご協力をお願いしたいと思っています。 

 

○東海主査  日程について、簡単に事務局からご報告をいただきたいと思います。 

○事務局  次回の合同ヒアリングでございますけれども、６月１０日の金曜日１０時か

ら総務省１０階第１会議室にて執り行いたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  以上です。 

○東海主査  その後も１０時の比較的近い時期でしたね。 

○事務局  １週間後に、また１０時からです。 

○東海主査  お忙しいと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○東海主査  今日は、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

 

 


